
技能実習制度、特定技能制度による外国人を受入れ予定等事業者御中


標記制度の導入に取組まれている状況の中、厚生労働省より情報提供がありましたのでご報告申し上げます。
これは、当方ホームページのお知らせにも掲載をいたします。


業界団体
担当者　各位

※技能実習制度、特定技能制度などを活用し外国人を受入れている（予定も含む）業界の主たる団体宛てに送付しております。

いつも大変お世話になっております。
厚生労働省生活衛生課の吉野です。
各業界への周知依頼が参りましたのでご連絡させていただきます。
 
依頼内容
「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）においては、下記の記載があり、我が国に中長期間滞在することとなる外国人に対し、我が国への入国前に自国において麻しん・風しんの予防接種歴等の確認を行うことが望ましい旨を多言語（17 言語）で周知することとされております。
つきましては、ポスターをお送りいたしますので、貴団体におかれましては、必要に応じて我が国へ渡航予定の方々又は関係企業への周知をお願いしたく存じます。
 
●外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策（抜粋）
外国人についても、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）に基づく定期接種の接種率の向上を図っている。また、我が国に中長期間滞在することとなる外国人に対し、我が国への入国前に自国において麻しん・風しんの予防接種歴等の確認を行うことが望ましい旨を多言語（17 言語）で周知するほか、まずは、結核について、適切に入国前のスクリーニングを実施するなど、感染症対策の取組を進めている。入国前結核スクリーニングの対象国から日本に中長期間在留する目的で入国しようとする者に対して、結核非発病証明書の提出を求めている。
〔厚生労働省、法務省、外務省〕《施策番号 128》
 
＜17言語ポスター＞
[訪日される外国人旅行者向け]ワクチンで防げる感染症予防情報｜厚生労働省
ポスターについてはダウンロードいただき、御活用ください。
 
＜参考＞
・外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議
・総合的対応策　kettei_sougoutekitaiousaku_honbun.pdf　P32
　　　
※　Ctrlキーを押しながらクリックしてリンク先を表示ください
